
１．評定手数料　（　）内は税込表示

鉄筋コンクリート造

鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造

木造・木造を含む混構造

耐震評定手数料

190,000
（199,500）
230,000
（241,500）
280,000
（294,000）

耐震診断及び
耐震改修

別途

140,000
（147,000）
190,000
（199,500）
230,000
（241,500）

400,000
（420,000）

350,000
（367,500）

別途

250,000
（262,500）
300,000
（315,000）
400,000
（420,000）
500,000
（525,000）
600,000
（630,000）

別途

耐震診断 耐震改修

10,000㎡＜S≦20,000㎡

20,000㎡＜S

S≦1,000㎡

1,000㎡＜S≦3,000㎡

3,000㎡＜S≦5,000㎡

5,000㎡＜S≦10,000㎡

延べ面積　　　　　　　　　　　　区分

300,000
（315,000）
350,000
（367,500）

耐震診断及び
耐震改修
280,000
（294,000）
380,000
（399,000）
476,000
（499,800）
570,000
（598,500）
665,000
（698,250）

延べ面積　　　　　　　　　　　　区分

380,000
（399,000）

230,000
（241,500）
280,000
（294,000）
333,000
（349,650）
380,000
（399,000）

190,000
（199,500）
238,000
（249,900）

360,000
（378,000）
430,000
（451,500）

286,000
（300,300）
333,000
（349,650）

429,000
（450,450）

耐震診断 耐震改修

S≦１00㎡

100㎡＜S≦250㎡

250㎡＜S≦500㎡

500㎡＜S≦1,000㎡

平成23年12月1日現在

596,000
（625,800）

1,000㎡＜S

延べ面積　　　　　　　　　　　　区分

S≦250㎡

250㎡＜S≦1,000㎡

1,000㎡＜S≦2,500㎡

2,500㎡＜S≦5,000㎡

5,000㎡＜S

416,000
(436,800)
499,000
（523,950）
624,000
（655,200）
756,000
（793,800）
917,000
（962,850）

耐震診断 耐震改修

496,000
（520,800）

280,000
（294,000）
344,000
（361,200）
420,000
（441,000）
516,000
（541,800）

耐震診断及び
耐震改修

240,000
（252,000）
280,000
（294,000）



２．加算額

３．別途の手数料

４．その他

①「耐震診断及び耐震改修」の区分で申込み、委員会中に補強の必要がなくなるなどの

　　理由により、「診断」の区分に変更された場合手数料の返金は応じかねます。

５．別表１

10,000㎡＜S≦20,000㎡
70,000/回
（73,500/回）

70,000/回
（73,500/回）

100,000/回
（105,000/回）

20,000㎡＜S 別途 別途 別途

2,000㎡＜S≦5,000㎡
70,000/回
（73,500/回）

70,000/回
（73,500/回）

100,000/回
（105,000/回）

5,000㎡＜S≦10,000㎡
70,000/回
（73,500/回）

70,000/回
（73,500/回）

100,000/回
（105,000/回）

500㎡＜S≦1,000㎡
50,000/回
（52,500/回）

50,000/回
（52,500/回）

80,000/回
（84,000/回）

1,000㎡＜S≦2,000㎡
50,000/回
（52,500/回）

50,000/回
（52,500/回）

80,000/回
（84,000/回）

延べ面積　　　　　　　　　　　　区分 耐震診断 耐震改修
耐震診断及び
耐震改修

S≦500㎡
50,000/回
（52,500/回）

50,000/回
（52,500/回）

80,000/回
（84,000/回）

10,500円

②評定後の変更手数料

①審査段階で、申請者の申出により6カ月間

　の業務期間が延長された場合

軽微な変更の場合
（技術的内容に関わらない変更をいう。名称等の変更）

軽微な変更以外の変更
（技術的内容に関わる変更をいう。）

③評定書等の再交付を行う場合の手数料

別途

31,500円

評定手数料×1／2（半額）＋加算額

別表１に記載

②第3次診断の場合

③時刻歴応答解析等を用いて診断されている場合

④認定工法を採用する場合

上記金額の2割相当額を加算

上記金額に525,000円を加算

上記金額の2割相当額を加算

⑤部会の回数が２回を超えたもの

別途①特殊な工法等の場合


